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右
の
質
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主
意
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す
る
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共
和
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及
び
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の
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に
対
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輸
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す
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質
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意
書 
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わ
が
国
の
発
電
機
、
レ
ー
ル
、
チ
ヤ
ン
ネ
ル
、
ア
ン
グ
ル
、
パ
イ
プ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ー
、
ド
ラ
ム
罐
用
鉄
板
、
通
信
機
械
、
変

圧
器
・
鉱
山
用
機
械
、
船
舶
、
鉱
山
用
蒸
気
機
関
車
、
農
業
用
ト
ラ
ツ
ク
タ
ー
、
モ
ー
タ
ー
・
自
転
車
等
を
中
共
は
、
ど
れ
位
輸
出

を
希
望
し
て
き
て
い
る
か
。
又
そ
の
結
果
は
ど
う
な
つ
た
か
。 

右
の
輸
出
品
種
に
対
す
る
可
・
不
可
を
決
定
す
る
の
は
、
占
領
下
の
日
本
で
は
、
ど
こ
が
や
つ
て
い
る
の
か
。
総
司
令
部

が
や
つ
て
い
る
と
聞
く
が
、
総
司
令
部
の
判
断
に
よ
つ
て
そ
れ
が
許
可
又
は
不
許
可
に
な
る
場
合
、
日
本
政
府
は
、
た
と
え

ば
不
許
可
に
な
つ
た
品
種
が
わ
か
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 

右
の
輸
出
希
望
品
種
に
対
し
て
中
共
側
の
希
望
條
件
は
何
か
。 

中
華
人
民
共
和
国
管
理
貿
易
及
び
民
間
貿
易
業
者
か
ら
、
日
本
に
輸
出
を
希
望
し
て
来
て
い
る
品
種
は
何
か
。 

 

中
華
人
民
共
和
国
の
管
理
貿
易
及
び
民
間
業
者
の
日
本
に
対
す
る
輸
出
品
種
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

右
質
問
す
る
。 

 


